
人権侵害事案への対応体制の比較 

R7.10 人権・男女共同参画課 

１ 三重県条例に基づく対応フロー図（長野県分析） 
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① オンブズパーソンは知

事が任命、人権政策審議

会が業務報告を受ける。 

② 意見表明、是正要請、削

除要請、県機関への勧告

をオンブズパーソン名義

で行う。 

③ ②に強制権限はない。 

④ オンブズパーソンは、インターネット関係の相談にも対応 
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２ 本県 人権オンブズパーソン制度（仮称）のイメージ  （   網掛け部分は既に実施中） 
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